
【適時開示体制】 

 

 

適時情報開示の流れは次のとおりです。 

 

 

東京証券取引所へＴＤｎｅｔにより情報開示

情報取扱い責任者

各部門 取締役会：決議

 決定事実
  決算情報

情報開示事務局 
重要な会社情報の一元管理

  発生事実 

情報開示委員会 
各部門からの報告または取締役会の決定を受け、開示の要否の判断と、 
開示内容の適正性について審議 


